
固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定（変更）届 

 

令和   年   月   日  

萩 市 長 あ て 

届出人                   

住所                    

     ふりがな 

氏名（自署）                

生年月日 T / S / H / R      年  月  日 

被相続人との続柄              

電話番号     ‐     ‐      

 

 地方税法第９条の２第１項の規定による被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付

に関する書類を受領する代表者並びに固定資産、軽自動車を現に所有している者の代表者として、下記のと

おり届け出ます。代表者の指定（変更）については、相続人全員の同意を得ております。 

なお、当該相続財産及びこの届出の内容に関して万一争い等が起きた場合は、相続人が責任を持って対処

することを誓約します。 

 

１ 

被
相
続
人
协
死
亡
さ
れ
た
方
卐 

氏    名 死 亡 年 月 日 住 民 票 の 住 所 （死亡時） 

ふりがな T / S / H / R 

 

     年   月   日 

 

 

固定資産について   □ 本人名義分   □ 代表者分 （           様 名義分） 

2 

現
所
有
者
・
相
続
人
代
表
者 

 
 
  
  
   

  
   

协
納
税
通
知
書
等
受
取
人
卐 

 

□
届
出
人
と
同
じ 

固
定
資
産 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

     年   月   日  

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

    

 

□
届
出
人
と
同
じ 

軽
自
動
車 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

      年   月   日   

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

3 

代
表
者
変
更 

 

変更前の代表者氏名（本人自署） 

※代表者を変更する場合のみ記入 
住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

      年   月   日  

                   

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

                                     （裏 面 へ 続 き ま す） 



 

（ 裏   面 ） 
 

4 

そ
の
他
の
相
続
人 

协
分
か
る
範
囲
で
卐 

氏   名 住   所 被相続人との続柄 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

この届出により不動産登記上の名義や車両の名義が変わるものではありませんので 

ご注意ください。各種名義変更等については以下の場所でお尋ねください。 

 

＜固定資産＞ 
 相続登記について 

  山口地方法務局 萩支局 

萩市平安古町 599-3 萩地方合同庁舎内  電話：0838-22-0478 

 未登記家屋について 

  萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地   電話：0838-25-3485 

 

＜軽自動車＞ 

 原動機付自転車（125cc 以下）、小型特殊自動車（農耕用含む）について 

   萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地  電話：0838-25-3485 

 軽二輪自動車（126cc～250cc 以下）について 

   山口運輸支局         山口市宝町 1-8        電話：050-5540-2073 

 軽三輪、軽四輪自動車（660cc 以下）について 

   軽自動車検査協会山口事務所  山口市葵 1-5-57        電話：050-3816-3085 

 二輪の小型自動車（250cc 超）について 

   山口運輸支局          山口市宝町 1-8         電話：050-5540-2073 

 

 

 



固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定（変更）届 

 

令和   年   月   日  

萩 市 長 あ て 

届出人                   

住所      萩市大字江向 510 番地      

     ふりがな      はぎわら  たろう 

氏名（自署）  萩 原  太 郎         

生年月日 T / S / H / R    30 年 1 月 1 日 

被相続人との続柄      長 男       

電話番号    0838  –   25 -   3543    

                                                                                                                             

 地方税法第９条の２第１項の規定による被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付

に関する書類を受領する代表者並びに固定資産、軽自動車を現に所有している者の代表者として、下記のと

おり届け出ます。代表者の指定（変更）については、相続人全員の同意を得ております。 

なお、当該相続財産及びこの届出の内容に関して万一争い等が起きた場合は、相続人が責任を持って対処

することを誓約します。 

 

１ 

被
相
続
人
协
死
亡
さ
れ
た
方
卐 

氏    名 死 亡 年 月 日 住 民 票 の 住 所 （死亡時） 

ふりがな  はぎわら   はじめ T / S / H / R 

 

   31 年 1 月 1 日 

山口県萩市大字江向 510 番地 
萩 原  一 

固定資産について   □ 本人名義分   □ 代表者分 （           様 名義分） 

2 
現
所
有
者
・
相
続
人
代
表
者 

 
 
 
   

   
  
   

协
納
税
通
知
書
等
受
取
人
卐 

 

□
届
出
人
と
同
じ 

固
定
資
産 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

     年   月   日  

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

    

 

□
届
出
人
と
同
じ 

軽
自
動
車 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

      年   月   日   

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

3 

代
表
者
変
更 

 

変更前の代表者氏名（本人自署） 

※代表者を変更する場合のみ記入 
住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / 

      年   月   日  

                 印 

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

                                      （裏 面 へ 続 き ま す） 

記 入 例 代表者指定（本人名義分） 

記入した日 

相続人代表者が届出人と同じ場合

は、「届出人と同じ」のところへの

チェックのみでかまいません。 

 

相続人代表者が届出人と異なる場合

は、代表者となる方ご自身が、２の欄

に「氏名」「住所」「生年月日」「電話

番号」を相続人代表者本人が自署して

ください。 

お持ちの資産についてご記

入ください。 

（該当のない資産の欄は空

欄でかまいません。） 



（ 裏   面 ） 
 

4 

そ
の
他
の
相
続
人 

协
分
か
る
範
囲
で
卐 

氏   名 住   所 被相続人との続柄 

萩原 二郎 山口県山口市滝町 1-1 二男 

萩原 花子 山口県萩市江向 1234 番地 長女 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

この届出により不動産登記上の名義や車両の名義が変わるものではありませんので 

ご注意ください。各種名義変更等については以下の場所でお尋ねください。 

 

＜固定資産＞ 
 相続登記について 

  山口地方法務局 萩支局 

萩市平安古町 599-3 萩地方合同庁舎内  電話：0838-22-0478 

 未登記家屋について 

  萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地   電話：0838-25-3485 

 

＜軽自動車＞ 

 原動機付自転車（125cc 以下）、小型特殊自動車（農耕用含む）について 

   萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地  電話：0838-25-3485 

 軽二輪自動車（126cc～250cc 以下）について 

   山口運輸支局         山口市宝町 1-8        電話：050-5540-2073 

 軽三輪、軽四輪自動車（660cc 以下）について 

   軽自動車検査協会山口事務所  山口市葵 1-5-57        電話：050-3816-3085 

 二輪の小型自動車（250cc 超）について 

   山口運輸支局          山口市宝町 1-8         電話：050-5540-2073 

 

届出人、相続人代表者以外の相続人が 

いる場合は、この欄にご記入ください。 



固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定（変更）届 

 

令和   年   月   日  

萩 市 長 あ て 

届出人                   

住所      萩市大字江向 510 番地      

     ふりがな      はぎわら  たろう 

氏名（自署）  萩 原  太 郎         

生年月日 T / S / H / R    30 年 1 月 1 日 

被相続人との続柄      長 男       

電話番号    0838  –   25 -   3543    

                                                                                                                             

 地方税法第９条の２第１項の規定による被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付

に関する書類を受領する代表者並びに固定資産、軽自動車を現に所有している者の代表者として、下記のと

おり届け出ます。代表者の指定（変更）については、相続人全員の同意を得ております。 

なお、当該相続財産及びこの届出の内容に関して万一争い等が起きた場合は、相続人が責任を持って対処

することを誓約します。 

 

１ 

被
相
続
人
协
死
亡
さ
れ
た
方
卐 

氏    名 死 亡 年 月 日 住 民 票 の 住 所 （死亡時） 

ふりがな  はぎわら   はじめ T / S / H / R 

 

   31 年 1 月 1 日 

山口県萩市大字江向 510 番地 
萩 原  一 

固定資産について   □ 本人名義分   □ 代表者分 （  萩 原  なつみ  様 名義分） 

                               萩 原 一 外 1 名 

2 
現
所
有
者
・
相
続
人
代
表
者 

 
 
  
  
   

  
   

协
納
税
通
知
書
等
受
取
人
卐 

 

□
届
出
人
と
同
じ 

固
定
資
産 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

     年   月   日  

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

    

 

□
届
出
人
と
同
じ 

軽
自
動
車 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

      年   月   日   

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

3 

代
表
者
変
更 

 

変更前の代表者氏名（本人自署） 

※代表者を変更する場合のみ記入 
住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / 

      年   月   日  

                 印 

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

                                     （裏 面 へ 続 き ま す） 

代表者指定（代表者分） 

記入した日 

相続人代表者が届出人と同じ場合

は、「届出人と同じ」のところへの

チェックのみでかまいません。 

 

相続人代表者が届出人と異なる場合

は、代表者となる方ご自身が、２の欄

に「氏名」「住所」「生年月日」「電話

番号」を相続人代表者本人が自署して

ください。 

お持ちの資産についてご記

入ください。 

（該当のない資産の欄は空

欄でかまいません。） 

記 入 例 



（ 裏   面 ） 
 

4 

そ
の
他
の
相
続
人 

协
分
か
る
範
囲
で
卐 

氏   名 住   所 被相続人との続柄 

萩原 二郎 山口県山口市滝町 1-1 二男 

萩原 花子 山口県萩市江向 1234 番地 長女 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

この届出により不動産登記上の名義や車両の名義が変わるものではありませんので 

ご注意ください。各種名義変更等については以下の場所でお尋ねください。 

 

＜固定資産＞ 
 相続登記について 

  山口地方法務局 萩支局 

萩市平安古町 599-3 萩地方合同庁舎内  電話：0838-22-0478 

 未登記家屋について 

  萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地   電話：0838-25-3485 

 

＜軽自動車＞ 

 原動機付自転車（125cc 以下）、小型特殊自動車（農耕用含む）について 

   萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地  電話：0838-25-3485 

 軽二輪自動車（126cc～250cc 以下）について 

   山口運輸支局         山口市宝町 1-8        電話：050-5540-2073 

 軽三輪、軽四輪自動車（660cc 以下）について 

   軽自動車検査協会山口事務所  山口市葵 1-5-57        電話：050-3816-3085 

 二輪の小型自動車（250cc 超）について 

   山口運輸支局          山口市宝町 1-8         電話：050-5540-2073 

 

届出人、相続人代表者以外の相続人が 

いる場合は、この欄にご記入ください。 



固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定（変更）届 

 

令和   年   月   日  

萩 市 長 あ て 

届出人                   

住所      萩市大字江向 510 番地      

     ふりがな      はぎわら  たろう 

氏名（自署）  萩 原  太 郎         

生年月日 T / S / H / R    30 年 1 月 1 日 

被相続人との続柄      長 男       

電話番号    0838  –   25 -   3543    

                                                                                                                             

 地方税法第９条の２第１項の規定による被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付

に関する書類を受領する代表者並びに固定資産、軽自動車を現に所有している者の代表者として、下記のと

おり届け出ます。代表者の指定（変更）については、相続人全員の同意を得ております。 

なお、当該相続財産及びこの届出の内容に関して万一争い等が起きた場合は、相続人が責任を持って対処

することを誓約します。 

 

１ 

被
相
続
人
协
死
亡
さ
れ
た
方
卐 

氏    名 死 亡 年 月 日 住 民 票 の 住 所 （死亡時） 

ふりがな  はぎわら   はじめ T / S / H / R 

 

   31 年 1 月 1 日 

山口県萩市大字江向 510 番地 
萩 原  一 

固定資産について   □ 本人名義分   □ 代表者分 （  萩 原  なつみ  様 名義分） 

                               萩 原 一 外 1 名 

2 
現
所
有
者
・
相
続
人
代
表
者 

 
 
  
  
   

  
   

协
納
税
通
知
書
等
受
取
人
卐 

 

□
届
出
人
と
同
じ 

固
定
資
産 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

     年   月   日  

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

    

 

□
届
出
人
と
同
じ 

軽
自
動
車 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

      年   月   日   

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

3 

代
表
者
変
更 

 

変更前の代表者氏名（本人自署） 

※代表者を変更する場合のみ記入 
住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / 

      年   月   日  

                 印 

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

                                      （裏 面 へ 続 き ま す） 

代表者指定（本人名義分・代表者分） 

記入した日 

相続人代表者が届出人と同じ場合

は、「届出人と同じ」のところへの

チェックのみでかまいません。 

 

相続人代表者が届出人と異なる場合

は、代表者となる方ご自身が、２の欄

に「氏名」「住所」「生年月日」「電話

番号」を相続人代表者本人が自署して

ください。 

お持ちの資産についてご記

入ください。 

（該当のない資産の欄は空

欄でかまいません。） 

記 入 例 



 

（ 裏   面 ） 
 

4 

そ
の
他
の
相
続
人 

协
分
か
る
範
囲
で
卐 

氏   名 住   所 被相続人との続柄 

萩原 二郎 山口県山口市滝町 1-1 二男 

萩原 花子 山口県萩市江向 1234 番地 長女 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

この届出により不動産登記上の名義や車両の名義が変わるものではありませんので 

ご注意ください。各種名義変更等については以下の場所でお尋ねください。 

 

＜固定資産＞ 
 相続登記について 

  山口地方法務局 萩支局 

萩市平安古町 599-3 萩地方合同庁舎内  電話：0838-22-0478 

 未登記家屋について 

  萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地   電話：0838-25-3485 

 

＜軽自動車＞ 

 原動機付自転車（125cc 以下）、小型特殊自動車（農耕用含む）について 

   萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地  電話：0838-25-3485 

 軽二輪自動車（126cc～250cc 以下）について 

   山口運輸支局         山口市宝町 1-8        電話：050-5540-2073 

 軽三輪、軽四輪自動車（660cc 以下）について 

   軽自動車検査協会山口事務所  山口市葵 1-5-57        電話：050-3816-3085 

 二輪の小型自動車（250cc 超）について 

   山口運輸支局          山口市宝町 1-8         電話：050-5540-2073 

 

届出人、相続人代表者以外の相続人が 

いる場合は、この欄にご記入ください。 



固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定（変更）届 

 

令和   年   月   日  

萩 市 長 あ て 

届出人                   

住所      萩市大字江向 510 番地      

     ふりがな      はぎわら  たろう 

氏名（自署）  萩 原  太 郎         

生年月日 T / S / H / R     30 年 1 月 1 日 

被相続人との続柄      長 男       

電話番号    0838  –   25 -   3543    

                                                                                                                             

 地方税法第９条の２第１項の規定による被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付

に関する書類を受領する代表者並びに固定資産、軽自動車を現に所有している者の代表者として、下記のと

おり届け出ます。代表者の指定（変更）については、相続人全員の同意を得ております。 

なお、当該相続財産及びこの届出の内容に関して万一争い等が起きた場合は、相続人が責任を持って対処

することを誓約します。 

 

１ 

被
相
続
人
协
死
亡
さ
れ
た
方
卐 

氏    名 死 亡 年 月 日 住 民 票 の 住 所 （死亡時） 

ふりがな  はぎわら   はじめ T / S / H / R 

 

   31 年 1 月 1 日 

山口県萩市大字江向 510 番地 
萩 原  一 

固定資産について   □ 本人名義分   □ 代表者分 （         様 名義分） 

                                

2 
現
所
有
者
・
相
続
人
代
表
者 

 
 
  
  
   

  
   

协
納
税
通
知
書
等
受
取
人
卐 

 

□
届
出
人
と
同
じ 

固
定
資
産 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

     年   月   日  

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

    

 

□
届
出
人
と
同
じ 

軽
自
動
車 

氏  名（本人自署） 住    所 生 年 月 日 

ふりがな 〒    ‐ T / S / H / R 

      年   月   日   

              

被相続人との続柄（       ） 

電 話 番 号 

 

3 

代
表
者
変
更 

 

変更前の代表者氏名（本人自署） 

※代表者を変更する場合のみ記入 
住    所 生 年 月 日 

ふりがな  はぎわら  はなこ 〒758 ‐5678 

 

山口県萩市江向 1234 番地 

T / S / H / R 

   33 年 2 月 2 日 
    萩 原  花 子     

被相続人との続柄（  長女  ） 

電 話 番 号 

0000－ 00 － 0000 

                                     （裏 面 へ 続 き ま す） 

代表者変更 

記入した日 

新相続人代表者が届出人と異なる場

合は、代表者となる方ご自身が、２の

欄に「氏名」「住所」「生年月日」「電

話番号」を相続人代表者本人が自署し

てください。 

お持ちの資産についてご記

入ください。 

（該当のない資産の欄は空

欄でかまいません。） 

記 入 例 

新相続人代表者が届出人と同じ場

合は、「届出人と同じ」のところへ

のチェックのみでかまいません。 



 

（ 裏   面 ） 
 

4 

そ
の
他
の
相
続
人 

协
分
か
る
範
囲
で
卐 

氏   名 住   所 被相続人との続柄 

萩原 二郎 山口県山口市滝町 1-1 二男 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

この届出により不動産登記上の名義や車両の名義が変わるものではありませんので 

ご注意ください。各種名義変更等については以下の場所でお尋ねください。 

 

＜固定資産＞ 
 相続登記について 

  山口地方法務局 萩支局 

萩市平安古町 599-3 萩地方合同庁舎内  電話：0838-22-0478 

 未登記家屋について 

  萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地   電話：0838-25-3485 

 

＜軽自動車＞ 

 原動機付自転車（125cc 以下）、小型特殊自動車（農耕用含む）について 

   萩市役所課税課固定資産税係  萩市大字江向 510 番地  電話：0838-25-3485 

 軽二輪自動車（126cc～250cc 以下）について 

   山口運輸支局         山口市宝町 1-8        電話：050-5540-2073 

 軽三輪、軽四輪自動車（660cc 以下）について 

   軽自動車検査協会山口事務所  山口市葵 1-5-57        電話：050-3816-3085 

 二輪の小型自動車（250cc 超）について 

   山口運輸支局          山口市宝町 1-8         電話：050-5540-2073 

 

届出人、新旧相続人代表者以外の相続人がい

る場合は、この欄にご記入ください。 


